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一 

 



 

さ
き
に
、
昭
和
五
十
年
三
月
十
一
日
に
提
出
し
た
不
動
産
登
記
法
第
百
五
条
に
つ
い
て
の
法
務
省
民
事
局
長
通

達
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
は
、
「
本
件
民
事
局
長
通
達
は
不
動
産
登
記
法
第
百
五
条
の
解
釈
そ
の
ま
ま
を 

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
か
ら
、
同
条
及
び
同
通
達
に
従
う
不
動
産
登
記
法
の
運
用
に
は
、
違
法
の
点
が
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
、
何
等
改
善
の
必
要
が
な
い
と
の
答
弁
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
本
件
民
事
局
長
通
達
に
よ
る
第
百
五
条
の
運
用
に
は
、
前
回
の
質
問
の
と
お
り
の
違

法
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
根
拠
規
定
で
あ
る
第
百
五
条
を
改
正
し
、
所
有
権
移
転
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登

記
申
請
を
、
登
記
権
利
者
及
び
登
記
義
務
者
の
共
同
申
請
に
よ
り
、
本
件
民
事
局
長
通
達
に
従
う
利
害
関
係
人
の

承
諾
書
の
添
付
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
受
理
し
、
直
ち
に
本
登
記
を
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る 

 

が
、
疑
問
の
点
が
あ
る
の
で
、
主
題
の
件
に
つ
き
改
め
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 
不
動
産
登
記
法
第
百
五
条
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

第
一
点 

不
動
産
登
記
法
第
百
五
条
の
条
項
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
と
、
所
有
権
移
転
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記

申
請
は
、
昭
和
三
十
五
年
の
同
条
創
設
前
の
昔
の
手
続
に
戻
り
、
本
登
記
の
手
続
は
改
善
さ
れ
て
、
Ｂ
は
本
件

不
動
産
所
有
権
を
、
次
の
と
お
り
完
全
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

四 

Ｂ
は
、
Ｘ ’
と
任
意
競
売
の
取
下
げ
に
つ
き
和
解
を
し
て
、
本
件
不
動
産
を
任
意
に
か
つ
高
価
に
売
却
し 

三 

Ｂ
は
、
民
事
訴
訟
法
の
執
行
方
法
に
関
す
る
異
議
に
よ
つ
て
、
Ｃ
及
び
Ｄ
の
各
仮
差
押
の
登
記
を
簡
単
に

抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

実
体
的
所
有
権
を
取
得
し
た
登
記
権
利
者
Ｂ
は
、
登
記
義
務
者
Ａ
と
共
同
申
請
に
よ
る
所
有
権
移
転
本
登

記
申
請
を
受
理
さ
れ
る
の
で
、
昭
和
三
十
五
年
以
前
の
昔
の
よ
う
に
、
直
ち
に
第
三
者
対
抗
要
件
を
具
備
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

Ｂ
は
、
所
有
権
者
と
し
て
、
直
ち
に
本
件
不
動
産
を
賃
貸
し
、
抵
当
権
を
設
定
し
、
売
却
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

四 

 



 

第
二
点 

仮
登
記
に
お
け
る
順
位
保
全
の
効
力
は
絶
対
的
効
力
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
は
、
右
効
力
を
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

Ｂ
は
、
Ｚ
の
賃
借
権
設
定
登
記
に
つ
き
和
解
を
な
し
、
又
は
そ
の
抹
消
請
求
の
訴
に
お
い
て
容
易
に
勝
訴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

六 

従
つ
て
、
Ｂ
は
、
世
田
谷
登
記
官
に
対
す
る
本
登
記
申
請
却
下
処
分
取
消
訴
訟
に
敗
訴
し
た
り
、
Ｃ
及
び

Ｄ
に
対
す
る
本
登
記
承
諾
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
未
だ
訴
訟
係
属
中
と
い
う
よ
う
な
不
利
益
及
び
本
件
不
動

産
を
未
だ
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
Ｗ
、
Ｘ
及
び
Ｙ
に
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利

益
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
な
る
。 

一 

登
記
官
は
、
Ｂ
の
所
有
権
移
転
仮
登
記
を
な
す
と
同
時
に
、
将
来
な
さ
る
べ
き
本
登
記
の
順
位
を
保
全
す 

て
、
抵
当
権
者
Ｗ
、
Ｘ
及
び
Ｙ
を
競
売
手
続
に
よ
る
よ
り
も
多
額
の
弁
済
で
満
足
さ
せ
、
Ａ
の
債
務
を
減
少

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

五 

 



 

第
三
点 

第
百
五
条
の
条
項
の
廃
止
と
共
に
、
Ｆ
、
Ｂ ’
及
び
Ｂ
の
三
者
の
所
有
名
義
が
併
存
し
て
、
公
示
上
の
混 

四 

こ
の
余
白
は
、
登
記
官
が
職
権
で
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
が
こ
の
予
約
権
に
基
づ
き
Ａ
と
共
同

で
本
登
記
申
請
を
し
た
な
ら
ば
、
登
記
官
は
必
ず
こ
れ
を
受
理
し
て
、
こ
の
余
白
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
職
責
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

三 

登
記
官
が
こ
の
余
白
を
準
備
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｂ
は
順
位
保
全
の
原
則
に
従
つ
て
、
そ
の
後
に
、
い
か

な
る
登
記
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
の
余
白
に
本
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
予
約
権
を
取
得
し
た
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二 

と
こ
ろ
が
、
内
閣
は
、
本
件
民
事
局
長
通
達
に
よ
つ
て
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
効
力
を
否
定
し
た
の
で
あ

る
。
従
つ
て
第
百
五
条
は
無
効
な
条
項
と
し
て
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

る
た
め
余
白
を
準
備
し
た
。
こ
の
余
白
は
、
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
効
力
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

手
続
上
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

 



 

乱
が
生
ず
る
場
合
の
措
置
と
し
て
、
同
条
を
次
の
第
一
項
の
と
お
り
改
正
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る 

が
、
ど
う
か
。 

一 

登
記
官
は
、
Ｂ
の
所
有
権
移
転
本
登
記
を
な
す
と
同
時
に
、
職
権
を
も
つ
て
、
弐
番
所
有
権
移
転
登
記
に

附
記
登
記
を
な
し
て
、
「
Ｂ
が
同
日
か
ら
所
有
者
に
な
つ
た
。
」
旨
の
公
示
を
す
れ
ば
、
所
有
権
者
に
つ
い
て

の
現
在
の
権
利
関
係
を
明
確
に
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二 

内
閣
は
、
Ｂ
が
所
有
権
移
転
本
登
記
を
受
け
た
場
合
に
は
「
Ｂ
、
Ｂ ’
及
び
Ｆ
は
、
と
も
に
Ａ
か
ら
所
有
権

の
移
転
を
受
け
た
も
の
と
し
て
三
者
の
登
記
名
義
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し

た
場
合
、
こ
れ
ら
の
者
の
権
利
の
優
劣
を
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
受
付
番
号
の
み
に
よ
つ
て
判
断
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
所
有
名
義
人
が
二
人
以
上
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
第
三
者
か
ら
見
て
い
ず
れ
が
真
正

な
所
有
者
か
不
明
に
な
る
等
の
公
示
上
の
混
乱
を
生
じ
、
不
動
産
に
関
す
る
権
利
関
係
を
明
確
に
公
示
す
る

と
い
う
登
記
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
、
Ｂ ’
、
Ｆ
及
び
Ｅ
の
三
者
の
所
有
名
義
を
、
こ
の
三
者
の
承
諾
書 

七 

 



 

(五 ) 

内
閣
は
、
Ｂ
が
本
登
記
を
す
る
た
め
に
は
、
「
Ｂ
は
第
百
五
条
に
従
つ
て

Ｂ ’
、
Ｆ
及
び
Ｅ
の
三
者
の
承

諾
書
の
添
付
を
要
す
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
内
閣
に
よ
つ
て
右
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
同
条 

(四 ) 

登
記
に
お
け
る
所
有
権
の
優
劣
は
、
実
体
法
上
明
確
で
あ
り
、
登
記
官
が
心
配
す
る
権
限
事
項
で
は
な

い
。
従
つ
て
登
記
官
が
職
権
抹
消
権
を
濫
用
し
て
、
こ
こ
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。 

(三 ) 

第
三
者
か
ら
み
て
、
い
ず
れ
が
真
正
な
所
有
者
か
不
明
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
措
置
と
し
て 

は
、
第
一
項
ど
お
り
の
附
記
登
記
を
す
れ
ば
、
公
示
上
の
混
乱
は
完
全
に
防
止
で
き
る
。 

(二 ) 

所
有
権
の
優
劣
は
、
実
体
法
及
び
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
た
受
付
番
号
の
み
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
こ
の
決
定
が
不
可
能
な
こ
と
は
な
い
。 

(一 ) 

排
他
的
な
不
動
産
所
有
権
に
は
、
登
記
名
義
人
が
二
人
以
上
併
存
す
る
こ
と
は
な
い
。 

に
よ
つ
て
職
権
抹
消
す
る
の
が
、
第
百
五
条
の
解
釈
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
は
次
の
と
お
り
、

誠
に
お
か
し
な
解
釈
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

八 

 



 

(八 ) 

と
こ
ろ
が
、
内
閣
は
、
第
百
五
条
の
右
規
定
の
欠
点
を
意
識
し
な
い
結
果
、
登
記
官
を
し
て
Ｃ
、
Ｄ
、 

(七 ) 

不
動
産
登
記
法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
登
記
名
義
人
の
所
有
権
が
無
効
で
あ
る
た
め

に
抹
消
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
抹
消
登
記
権
利
者
で
あ
る
復
帰
者
の
所
有
権
が
、
当
然
に
連
続
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
所
有
権
移
転
登
記
と
は
本
質
的
に
相
違
す
る
登
記
手
続
で
あ
る
。
従
つ
て
、
右

の
よ
う
に
本
質
的
に
相
違
す
る
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
抹
消
登
記
手
続
の
規
定
を
、
第
百
五
条
で
所
有

権
移
転
登
記
手
続
に
準
用
す
る
こ
と
は
、
右
第
百
五
条
が
本
質
的
に
お
か
し
な
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
。 

(六 ) 
所
有
権
の
移
転
は
、
登
記
簿
上
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ら
、
答
弁
の
よ
う
に
、
Ｂ
の
本
登
記
の
際
に
、

Ａ
、
Ｂ
間
に
実
在
し
た
Ｅ
、
Ｆ
及
び

Ｂ ’
の
三
者
の
各
所
有
権
移
転
登
記
を
職
権
で
抹
消
す
る
こ
と
は
、
右

Ａ
、
Ｂ
間
を
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
右
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
所
有
権
を
取
得
し
て
い
た
歴
史
的
事
実
に

空
白
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
誠
に
お
か
し
い
。 

は
、
明
白
に
お
か
し
な
規
定
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

九 

 



 

第
四
点 

第
百
五
条
を
第
一
点
及
び
第
三
点
第
一
項
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
不
動
産
登
記
法
、
民

法
及
び
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
基
本
原
則
は
、
昔
の
よ
う
に
適
法
か
つ
正
当
に
実
施
さ
れ
て
、
登
記
行
政
は
円

滑
に
運
用
さ
れ
、
国
民
の
権
利
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

一 

Ｂ
は
、
実
体
法
上
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
き
に
は
、
直
ち
に
本
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
結
果
、 

 

Ｂ
、
Ａ
は
、
共
同
申
請
の
原
則
、
登
記
と
実
体
法
上
の
権
利
関
係
の
符
合
の
原
則
、
登
記
が
所
有
権
移
転
の

効
力
発
生
要
件
で
は
な
く
第
三
者
対
抗
要
件
で
あ
る
と
の
原
則
、
仮
登
記
に
第
三
者
対
抗
力
な
し
と
の
原
則

及
び
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
原
則
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

二 

仮
差
押
及
び
任
意
競
売
申
立
の
登
記
は
、
単
に
競
売
手
続
が
開
始
し
た
こ
と
を
公
示
す
る
も
の
で
あ
る
か 

Ｘ ’
及
び
Ｚ
の
四
者
の
承
諾
書
の
添
付
を
強
要
し
て
、
国
民
の
不
動
産
所
有
権
を
違
法
に
侵
害
し
て
、
こ
れ

を
苦
し
め
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
混
乱
に
陥
れ
、
前
回
の
大
法
廷
判
決
を
も
つ
て
し
て
も
、
な
お
、
収

拾
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
混
乱
に
陥
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

一
〇 

 



 

第
五
点 

不
動
産
登
記
法
は
、
前
記
大
法
廷
判
決
に
よ
り
、
次
の
点
に
お
い
て
混
乱
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る 

 

が
、
こ
れ
は
第
百
五
条
の
お
か
し
な
解
釈
に
よ
る
登
記
行
政
の
運
用
に
よ
つ
て
発
生
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。 

三 

仮
登
記
担
保
権
は
、
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
原
則
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
つ
て
、
昔
の
よ
う
に
先 

一 

同
判
決
は
「
仮
登
記
担
保
権
」
と
い
う
法
定
外
の
担
保
権
を
創
設
し
て
、
Ｂ
の
よ
う
に
実
体
法
上
の
所
有
権

を
取
得
し
、
か
つ
、
引
渡
し
を
受
け
た
所
有
権
者
が
、
本
件
民
事
局
長
通
達
に
よ
つ
て
、
本
登
記
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
窮
状
を
救
済
す
る
目
的
で
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

二 

仮
登
記
担
保
権
は
、
所
有
権
移
転
仮
登
記
に
実
質
的
に
第
三
者
対
抗
力
を
付
与
し
た
も
の
で
、
仮
登
記
の

基
本
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

ら
、
Ｂ
は
、
仮
登
記
の
ま
ま
で
、
右
各
登
記
を
本
登
記
前
に
抹
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
昔
の
よ

う
に
、
登
記
官
が
職
権
で
抹
消
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。 

一
一 

 



 

 

一
二 

づ
所
有
者
に
本
登
記
を
さ
せ
て
、
所
有
権
に
基
づ
い
て
権
利
を
行
使
さ
せ
れ
ば
、
よ
り
強
く
保
護
さ
れ
る
も

の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

四 

競
売
申
立
の
登
記
が
な
さ
れ
る
と
本
登
記
が
で
き
な
い
旨
の
判
示
も
お
か
し
い
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

大
法
廷
判
決
は
、
一
号
仮
登
記
及
び
二
号
仮
登
記
に
つ
き
各
別
に
判
示
す
る
こ
と
ま
で
は
、
で
き
な
か
つ

た
の
で
、
今
後
の
仮
登
記
に
つ
き
新
た
な
問
題
が
発
生
し
た
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

六 

大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
不
動
産
登
記
法
上
の
種
々
の
問
題
点
が
に
ぎ
や
か
に
論
争
さ
れ
て
い

る
が
、
右
は
第
百
五
条
の
改
正
に
よ
つ
て
相
当
に
解
決
で
き
る
も
の
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


